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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質支持層構造体を定義する粒子の集合を含む、電気化学セルに使用するための電極
であって、
　粒子の該集合における各粒子は、幾何学的粒子容積を有し、
　粒子の該集合は、各個々の幾何学的粒子容積の合計で定義される総幾何学的粒子容積を
有し、
　粒子の該集合における各粒子は、凸包容積を定義する凸包を有し、
　該総幾何学的粒子容積の少なくとも５０％が、少なくとも1つの刻み目を有する粒子の
各々に関して、幾何学的粒子容積が、該粒子の凸包容積の７５％未満となるような、該少
なくとも1つの刻み目を有する粒子から成り、そして
　電極活性物質の少なくとも３０重量％が、上記多孔質支持層構造体の細孔内部に含有さ
れている、ことを特徴とする該電極。
【請求項２】
　少なくとも２０ニュートン／ｃｍ２の圧力と定義する圧縮力を、該電極に印加したとき
、多孔質支持層構造体の空隙容量が、該力以外は同一条件下で該力をかける前の多孔質支
持層構造体の空隙容積に基づいて、２５％を超えて変化しないことを特徴とする、請求項
１記載の電極。
【請求項３】
　前記総幾何学的粒子容積の少なくとも７５％が、各粒子に関して、前記幾何学的粒子容



(2) JP 6389468 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

積が、凸包容積７５％未満となるような形状をしている粒子から成る請求項１または請求
項２に記載の電極。
【請求項４】
　電極活性物質が、イオウを含有する、請求項１～請求項３いずれかに記載の電極。
【請求項５】
　前記イオウが、元素イオウ、高分子イオウ、無機スルフィド、無機ポリスルフィド、有
機スルフィド、有機ポリスルフィド、および/またはイオウ有機化合物を包含する、請求
項４記載の電極。
【請求項６】
　前記粒子の少なくとも一部が導電性材料を含有する、請求項１～請求項５いずれかに記
載の電極。
【請求項７】
　導電性材料が、カーボンおよび/または金属を含む、請求項６記載の電極。
【請求項８】
　複数の細孔の各々が細孔容積を有し、複数の細孔が個々の細孔容積の各々の合計により
定義される総細孔容積を有し、
　該総細孔容積の少なくとも５０％が、０．１μｍと１０μｍの間の断面直径を有する細
孔により定義される、請求項１～請求項７いずれかに記載の電極。
【請求項９】
　上記集合内の粒子の少なくとも一部が、バインダーを介して他の粒子に付着しているか
、および/または上記集合内の粒子の少なくとも一部が、他の粒子に融合している、請求
項１～請求項８いずれかに記載の電極。
【請求項１０】
　前記粒子の少なくとも一部が、球状キャップの形状である、請求項１～請求項９いずれ
かに記載の電極。
【請求項１１】
　前記粒子の少なくとも一部が、少なくとも３つの化学結合点を含む、請求項１～請求項
９いずれかに記載の電極。
【請求項１２】
　多孔質支持層構造体が、少なくとも５０％の総空隙率パーセントを有する、請求項１～
請求項１１いずれかに記載の電極。
【請求項１３】
　　前記総幾何学的粒子容積の少なくとも５０％が、各粒子に関して、前記幾何学的粒子
容積が、該粒子の凸包容積７５％未満となるような少なくとも一つの凹状の表面部分を有
する粒子から成る請求項１～請求項１２いずれかに記載の電極。
【請求項１４】
　請求項１～請求項１３いずれかに記載の電極を含有する電気化学セル。
【請求項１５】
　前記電気化学セルが、リチウムを含有する第２の電極を含有する、請求項１４に記載の
電気化学セル。
【請求項１６】
　前記第２の電極がリチウム金属および/またはリチウム合金を含有する、請求項１５に
記載の電気化学セル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電極構造体およびその製造方法を全体的に記載している。ある態様においては、電極構
造体は、粒子の凸包（convex hulls）に関して刻み目（indentations）を含有している多
数の粒子を含み得る。
【背景技術】
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【０００２】
　電気化学セルは、異なる電気化学電位でイオン源およびイオン吸込み点（sink)を分離
することによりエネルギーを蓄える。代表的な電気化学セルは、電気化学反応に関与しパ
ワーを作り出すカソードおよびアノードを有している。イオンは、アノードとカソードと
連通して、電解質を媒介して移送される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの電気化学セルにおいては、電解質が電極内部の電極活性物質に確実にアクセスす
ることができるように、１つまたは両電極内部に十分なレベルの空隙容量を維持すること
が重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[要約]
　電極構造体およびその製造方法を全体的に記載している。ある態様においては、電極構
造体は、粒子の凸包に関して刻み目を含有している多数の粒子を含み得る。本発明の内容
は、場合によっては、相互関係製品、特定の問題に対する代替案、および/または１以上
のシステムおよび/または品物の多くの異なる用途を含む。
【０００５】
　一側面において、電気化学セルに使用するための電極が記載されている。ある態様にお
いて、前記電極は、多孔質支持層構造体を定義する粒子の集合(assembly)を含むものであ
って、粒子の該集合における各粒子は、幾何学的粒子容積を有し、粒子の該集合は、各個
々の幾何学的粒子容積の合計で定義される総幾何学的粒子容積を有し、粒子の該集合にお
ける各粒子は、凸包容積を定義する凸包を有し、該総幾何学的粒子容積の少なくとも約５
０％が、少なくとも1つの刻み目を有する粒子の各々に関して、幾何学的粒子容積が、該
粒子の凸包容積約７５％未満となるような、該少なくとも1つの刻み目を有する粒子から
成る。ある態様においては、電極活性物質が、前記多孔質支持層構造体の細孔内部に実質
的に含有される。
【０００６】
　本明細書に記述されている電極を含有する電気化学セルもまた提供される。
【０００７】
　本明細書に記述されている電極および電気化学セルを製造する発明方法もまた提供され
る。
【０００８】
　本発明の他の利点及び新規特徴は、添付図面と共に考慮されると、発明の種々の非限定
的態様の下記詳細な記述から明らかになるであろう。本願明細書および参考として組み入
れられている文書が矛盾するおよび/または一致しない開示を含む場合、本願明細書が統
制するものとする。
【０００９】
　本発明の非制限的態様は、添付図面を参照して実施例を介して記述されており、添付図
面は模式化されており、尺度通りに描かれていない。図中、同一またはほぼ同一の各構成
要素は、通常、１つの数字で表されている。明瞭さを目的として、すべての構成要素をす
べての図面において標識付けしておらず、また、図表が、いわゆる当業者が発明を理解す
るのに必要でない場合、発明の各態様のあらゆる構成要素が示されているものでもない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】ある態様による、例えば、多孔質支持層構造体を形成するのに使用することが
できる、粒子および粒子の凸包の模式的斜視図説明図。
【図１Ｂ】ある態様による、例えば、多孔質支持層構造体を形成するのに使用することが
できる、粒子および粒子の凸包の模式的斜視図説明図。
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【図２Ａ】ある態様による、例えば、多孔質支持層構造体を形成するのに使用することが
できる、粒子および粒子の凸包の模式的斜視図説明図。
【図２Ｂ】ある態様による、例えば、多孔質支持層構造体を形成するのに使用することが
できる、粒子および粒子の凸包の模式的斜視図説明図。
【図２Ｃ】電極内部で使用することのできる粒子の代表的断面模式的説明図。
【図２Ｄ】電極内部で使用することのできる粒子の代表的断面模式的説明図。
【図３】ある態様による、多孔質支持層構造体を形成する粒子の集合の模式的断面説明図
。
【図４Ａ】代表的粒子の模式的断面説明図。
【図４Ｂ】代表的粒子の模式的断面説明図。
【図５】ある態様による、多孔質支持層構造体内部での使用に適した粒子を製造する方法
を概説する模式的説明図。
【図６】ある態様による、電気化学セルの代表的断面模式的説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　電極構造物およびその製造方法を全体的に記述している。ある態様において、電極構造
物は多数の粒子を含むことができ、該粒子は、凸包に関連して(relative to)刻み目を含
有する。粒子は、お互い接近してまたは接触して動くので、粒子の刻み目は、粒子間の細
孔を定義することができる。加えて、凸包に関連した刻み目を含有する粒子は、お互いに
関連して動くとき、刻み目の存在により、完全接触が粒子間に生じないことを確実にする
ことができ（すなわち、粒子間にある空間が残っている。）、空隙容量が集合のバルク内
部に維持される。それ故、凸包に関連した刻み目を有する粒子を含有する電極は、電極空
隙容量（そして、それ故、性能）を実質的に維持しつつ、電極への力の印加に耐えるよう
に構成することができる。凸包に関連した刻み目を有する粒子は、また、球体または実質
的にすべての凸包を満たす境界線を含む粒子と比べると、相対的に小さい容積を占め、粒
状材料で占められた電極内部の容積のパーセンテージを減らしつつ、所望量の空隙容量を
導入することを可能とする。
【００１２】
　物品（例えば、粒子）の「凸包」は、物品内または上の任意の第１の点から、物品内ま
たは上の任意の第２の点へ延びるすべての線分の全体が理論的容積、すなわち、「凸包容
積」に収まる、最小理論容積の境界を示す表面を記述するものとして本明細書では使用さ
れている。物品の凸包容積は、フレキシブルなシート材中に物品をぴんと張って包むこと
により定義される容積とよく似ていると考えることができる。幾何学的粒子容積が、凸包
容積より小さい容積を占めるときには、凸包に関連する刻み目は形成される。このような
場合、刻み目は、幾何学的粒子容積に占められない凸包に占められる容積に対応する。あ
る粒子が、その凸包に関連する刻み目を有している程度は、以下により詳細に記載してい
るように、幾何学的粒子容積をその粒子の凸包容積で割ることにより定量化できる。
【００１３】
　図１Ａ－１Ｂは、３次元６頂点スター（例えば、ジャックスの形）の凸包を図示する代
表的概略図である。６頂点スターが、図１Ａに図示されている。６頂点スターの凸包、そ
れは８面ダブルピラミッドに対応するが、図１Ｂに図示されている。図２Ａ－２Ｂは、空
洞化された半球の凸包を図示する代表的概略図である。空洞化された半球が、図２Ａに図
示されており、凸包（固体半球体）が、図２Ｂに図示されている。当業者であれば、本開
示が与えられれば、任意の形状の凸法のサイズおよび形状を決定することができるであろ
う。
【００１４】
　本明細書に使用されている、物品（例えば、粒子、電極等）の「外部幾何学的表面」は
、物品の最も外側の境界に通常一致する表面を表しており、物品の最大断面寸法の１０％
より小さい最大外部表面断面寸法を有する細孔または他の刻み目に一致しているものでは
ない。多くの態様において、物品の外部幾何学的表面は、肉眼で見えるツール（例えば、
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定規）により測定され得るものであり、内部表面領域（例えば、多孔質支持層構造体等の
多孔質材料の細孔内部領域）を含まない。図１Ａ－１Ｂにおける粒子１００の外部幾何学
的表面は、図１Ａに示されている。もし、図１Ａにおける粒子１００が多孔質であり、該
粒子の細孔の全てが、（図１Ａに寸法１１１として示されている）粒子１００の最大断面
寸法の１０％より小さい断面寸法を有するとしたならば、該粒子１００の外部幾何学的表
面は、やはり、図１Ａに示されている表面に対応する。
【００１５】
　粒子の「幾何学的粒子容積」は、粒子の外部幾何学的表面で境界を示されている容積を
言うものとして使用されている。多数の粒子の「総幾何学的粒子容積」は、該粒子の個々
の幾何学的粒子容積の合計を言う。
【００１６】
　電極の「幾何学的電極容積」は、電極の外部幾何学的表面で境界を示されている容積を
言うものとして使用されている。多孔質支持層構造体の「幾何学的多孔質支持層構造体容
積」は、多孔質支持層構造体の外部幾何学的表面で境界を示されている容積を言うものと
して使用されている。
【００１７】
　物品（例えば、粒子、電極等）の「最大断面寸法」は、測定される該物品の２つの対向
した境界間の最も大きな距離を言う。当業者であれば、例えば、物品の、手操作による測
定により、走査型電子顕微鏡写真（SEM)を分析することにより、または、当業者に公知の
他の適した方法により、物品（例えば、電極、粒子等）の「最大断面寸法」を測定するこ
とができるであろう。
【００１８】
　粒子における細孔または他の刻み目の「最大外部表面断面寸法」は、細孔の２点間の最
大寸法か、または該粒子の幾何学的表面に沿って測定される他の特徴である。例えば、１
ミリメーター球状粒子の中心を通って伸びている１０ミクロメーター直径の円柱状細孔（
結果として１ミリメーター長さの細孔になるが）の場合、該細孔の最大表面断面寸法は、
１０ミクロメーターになる。
【００１９】
　ある態様は、多数の細孔を有する、多孔質支持層構造体の形成に関する。本明細書に使
用されている、「細孔」は、ＡＳＴＭ標準試験Ｄ４２８４－０７を使用して測定されるよ
うな細孔を言い、そして一般に、少なくともその一部が、細孔が形成されている媒体で囲
まれている管（conduit）、空隙（void)、または通路（passway)を言う。一般的に、材料
に完全に囲まれている材料内部の空隙（それ故、材料の外側からアクセスできない、例え
ばクローズドセル）は、本発明の文脈内における細孔とみなされない。物品が、粒子の凝
集からなる場合、細孔は、粒子間細孔（すなわち、粒子が一緒にパックされたとき、粒子
間で定義される細孔、例えば、すき間）および粒子内細孔（すなわち、個々の粒子の外部
幾何学的表面内にある細孔）の両者を含むと理解されるべきである。細孔は、どのような
断面形状のものでも適しており、不規則な形状および規則的形状（例えば、実質的に円形
、実質的に楕円形、実質的に多角形等）を含む。
【００２０】
　本明細書に使用されている。多孔質支持層構造体内部における「空隙容積」は、電極活
性物質、多孔質支持層構造体粒子、バインダー、または構造体支持層を提供する他の材料
に占領されていない多孔質支持層構造体内部における部分を言う。多孔質支持層構造体内
部の空隙容量は、支持層構造体を形成している粒子中における細孔、並びに粒子間のすき
間の容積を一般的に含む。当業者であれば、例えば、ＡＳＴＭ標準試験Ｄ４２８４－０７
、あらゆる目的のためにその全体を参考として本明細書に含めるが、その試験に従い水銀
圧入ポロシメトリ―(mercury intrusion porosimetry)を行うことにより、多孔質支持層
構造体内部の空隙容量を決定することができるであろう。
【００２１】
　本明細書に使用されている、物品（例えば、多孔質支持層構造体、電極等）の「総空隙
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率パーセント」は、空隙容量に占められている物品の幾何学的容積のパーセントを言う。
例えば、多孔質支持層の総空隙率パーセントは、多孔質支持層構造体の空隙容量を幾何学
的多孔質支持層構造体容積で割ることにより決定されるであろう。
【００２２】
　ある態様においては、電極を形成するのに使用される粒子は、いくつもの化学的結合点
(valence points)および/またはアームを有することができる。本明細書に使用されてい
る、「化学結合点」は、その位置から遠ざかりそして粒子の外部幾何学的表面に沿ってい
るいかなる方向の動きであれ、粒子の質量中心により近くなる動きの結果となる粒子の外
部幾何学的表面上のどの位置でもよい。例えば、ある粒子の中心体から延びるアームの先
端は、化学結合点の一例である。「結合価(valency)」という用語は、ある構造において
化学的結合点の数を言うものとして本明細書において一般的に使用されている。例えば、
３の結合価を有する粒子は、３つの化学的結合点を有していることになろう。
【００２３】
　ある態様においては、本明細書に記載されている粒子は、いくつもの超化学的結合点(s
upervalence points）を有することができる。用語「超化学的結合点」は、凸包の境界を
定義するあらゆる化学的結合点を記述するのに使用されている。超化学的結合点の例を以
下に説明する。一般的に、すべての超化学的結合点は、化学結合点であるが、すべての化
学結合点は、超化学的結合点というわけではない。用語「超結合価」は、ある構造におけ
る超化学的結合点の数を言うものとして本明細書において一般的に使用されている。例え
ば、超結合価３を有する粒子は、３つの超化学的結合点を有するものとなる。
【００２４】
　発明の名称が「電気化学セルにおける力の印加」と題され、２００９年８月４日に出願
された、Scordilis-KelleyらのUS特許公開第２０１０／００３５１２８号公報は、性能を
向上することができる、改良された電極化学、モルフォロギー、および/または他の特性
のための、電気化学セルにおける力の印加を記述している。例えば、電極表面上の金属の
ストリッピングやデポジション（例えば、リチウムアノードの表面上でのリチウムイオン
のストリッピングやデポジション）を含むチャージ／ディスチャージサイクルを経る電気
化学セルもある。いくつかのケースにおいては、ストリッピングやデポジションは、電極
表面上の金属と、電解質等の他のセル成分との寄生性反応を伴うこともある。電極の一以
上の表面は、多くは、電解液に溶解したイオンが再デポジションすることにより、電気化
学セルが繰り返しチャージ/ディスチャージサイクルを経るにつれ、不均一になる。電極
の一以上の表面が荒れると、セル性能がますます低下する結果となり得る。電極活性物質
の不均一な再デポジションの悪影響に対処する一つの方法が、影響を受けた電極に異方性
の力(force)を印加することである。しかしながら、一電極に異方性の力を印加すると、
他方の電極の細孔サイズおよび/または空隙容量を減少させることになり得る。多くの電
気化学セルにおいて、電極の細孔サイズおよび/または空隙容量を減少させることは、例
えば、電極内部の電極活性物質へ電解質を移送する程度を制限することによって、セル性
能を劣化させることになり得る。
【００２５】
　したがって、電極（例えば、力を印加してアノードのモルフォロジを改良する場合にお
けるようなカソード）内部における凸包に関連する刻み目を有する粒子を含有することは
、電極の(空隙率や空隙容量を含む）構造的完全性を犠牲にすることなく電気化学セルに
力を印加することを可能とするということが認識されている。本明細書記載されている電
極に使用するための粒子状材料は、ある態様においては、それが、電極材料の溶解および
再めっきにもかかわらず電極空隙率および空隙容量を犠牲にすることなく配置されている
電気化学セルのチャージおよびディスチャージの繰り返しに耐えることができる。それ故
、ある態様においては、多孔質支持層構造体を定義する粒子の集合を含有する電気化学セ
ルが提供され、粒子の該集合における各粒子は、幾何学的粒子容積を有し、粒子の該集合
は、個々の幾何学的粒子容積の各々の合計により定義される総幾何学的粒子容積を有し、
粒子の該集合における各々の粒子は、凸包容積を定義する凸法を有し、そして総幾何学的
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粒子容積の少なくとも約５０％が、各々のそのような粒子について、幾何学的粒子容積が
粒子の凸包容積の約７５％未満となるような少なくとも１つの刻み目を有する粒子で出来
上がっている。いくつかのこのような態様においては、電極活性物質は、多孔質支持層構
造体の細孔内部に実質的に含有されている。
【００２６】
　ある態様においては、凸包に関連する（複数の）刻み目（その刻み目は、以下でより詳
細に記述するように，幾何学的粒子容積を粒子の凸包容積で割ることにより定量化するこ
とができる）は、１以上の外部表面部分（すなわち、外部表面領域の別個の部分）により
形成することができる。例えば、ある態様においては、少なくとも刻み目の一部分は、粒
子の１以上の凹形の外部表面部分により形成され得る。刻み目はまた、粒子の中心体から
外側へ伸びる凸形および/または凹形表面分により形成され得る。
【００２７】
　図１Ａは、１態様による多孔質支持層構造体および電極を形成するのに適した粒子１０
０の例示的な透視図模式的説明図である。図１Ａにおいては、粒子１００は、部分１１０
を含んでおり、それらは、（図１Ｂに描かれている）粒子の凸包に関連して刻み目をつけ
られている。当業者であれば、粒子または粒子の拡大画像を検査すること（例えば、マイ
クロスケールまたはより小さい粒子の走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ））により、所定の
粒子が、粒子の凸包に関連して刻み目をつけられている１以上の部分を含んでいるか否か
を決定できるであろう。
【００２８】
　図１Ａに示されている１セットの態様に戻ると、粒子１００は、また、各６つのアーム
１１４の先端に６つの化学的結合点１１２を含んでいる。従って、図１Ａにおける粒子１
００は、「６－結合価」粒子であり、結合価６を有している。図１Ａの粒子１００におけ
る化学的結合点１１２の各々は、また、たまたま超結合価点である。従って、図１Ａにお
ける粒子１００は、「６－超結合価」粒子であり、超結合価６を有している。本明細書記
載されている電極における使用に適している粒子は、適している結合価および/または超
結合価であればいかにでも有することができる（例えば、３以上、４以上、５以上、６以
上、または１０以上の結合価および/または超結合価（そして、ある場合において、１０
０以下の結合価および/または超結合価））。本明細書記載されている電極における使用
に適している粒子は、適しているアームの数であればいかにでも有することができる（例
えば、３以上、４以上、５以上、６以上、または１０以上（そして、ある場合において、
１００以下））。図１Ａの粒子１００は、同じ数の結合価および超結合価を含んでいる。
他の場合においては、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体を作るのに使用され
る粒子は、超結合価点より結合価点をより多く有している。例えば、図３において、粒子
１００Ｃは、４つの超結合価点３２０および化学的結合点３２２を含む７つの総化学的結
合点を含む。
【００２９】
　図１Ａに説明されている粒子の凸包は、８面多面体に対応している。ある態様において
は、電極内部における粒子の凸包は、ｎ個（nは、３と２０の間、または３と１０の間）
の面からなる多面体を包含することができる。
【００３０】
　ある態様においては、本明細書に記載されている電極内部の粒子は、粒子の凸包に関連
して刻み目をつけられている単一の表面部分を有し得る。例えば、粒子は、半月形状であ
ってもよい。図２Ａは、単一の刻み目をつけられた表面部分１１０を有する粒子１００の
例示的な透視図模式的説明図である。図２Ｃは、図２Ａに示された粒子の断面の模式的説
明図である。図２Ｄは、本明細書に記載されている電極に使用され得る別のタイプの粒子
の断面の模式的説明図である。図２Ｄにおいて、粒子のエッジは、図２Ｃにおけるような
フラットな表面ではなく、相接して（断面説明図におけるポイントとして示されているよ
うに）ラインを定義している。
【００３１】
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　ある態様においては、多孔質支持層構造体および/または電極内部の粒子の少なくとも
一部分は、実質的に、球状キャップの形状をしている。「球状キャップ」は、球を横切る
平面の（例えば、上または下）一面上に横たわる球の領域に対応する。例えば、図２Ａに
おける粒子１００は、球の５０％を定義する球状キャップに対応し、それは、平面が球の
質量中心を通過したときに結果として生じる。他の態様においては、実質的に、球の１０
％を超えて、２０％を超えて、または３０％を超えて、（そして、あるケースにおいては
、球の６０％未満）を定義する球状キャップの形状になり得る。
【００３２】
　当業者であれば、本開示が与えられれば、本明細書に記載されている電極における使用
に適した凹型外部表面部分からなる粒子の他のタイプを選択できるであろう。
【００３３】
　図１Ａ－２Ｄに説明されている粒子等の多数の粒子が、一緒になり集合を形成すると、
凸包に関連する刻み目は、「負のスペース」を形成することができ、それは該集合に空隙
容量を導入することができる。例えば、図３は、多孔質支持層構造体３１０を形成する凸
包に関連する刻み目を含む粒子１００の集合３００の模式的説明図である。多孔質支持層
構造体３１０は、粒子１００間に形成される細孔３１４を含んでいる。ある態様において
は、多孔質支持層構造体３１０は、電極の部分を構成する。電極活性物質は、本明細書に
おけるどこか他の所で記述されているように、ある態様においては、多孔質支持層構造体
３１０の細孔３１４内部に少なくとも部分的に含有され得る。図３に説明されているよう
な集合は、例えば、液体（例えば、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール、プ
ロパノール、ブタノール、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、アセトン、トルエン
、キシレン、アセトニトリル、シクロヘキサン等）中に粒子を懸濁させ、該懸濁液をキャ
ストし、懸濁液材料の層を形成することにより形成することができる。懸濁液をキャスト
後、固体の多孔質支持層構造体を残して、液体成分を除去することができる。所望により
、多孔質支持層構造体を構成している粒子に、（液体懸濁液成分の除去および/または後
に）圧縮力をかけ、該多孔質支持層構造体が硬化した後、粒子間に良好な接触を確保する
ようにしてもよい。所望により、電極活性物質を、使用される懸濁液に含ましめ、多孔質
支持層構造体を形成することができ、その場合、多孔質支持層構造体を構成する粒子およ
び電極活性物質が同時に析出することになる。他の態様においては、電極活性物質は、多
孔質支持層構造体が形成された後に、それに添加することができる。
【００３４】
　ある態様においては、多孔質支持層構造体内部の粒子の化学的結合点は、粒子の凸包に
関連して刻み目をつけられている他の粒子の外部表面部分（または化学的結合点と刻み目
をつけられた外部表面部分との間のバインダー）と接触することができ、集合の全緻密化
を抑制あるいは防止し、それにより、最終構造体内部の空隙率および空隙容量を与える。
例えば、図３において、粒子１００Ａの化学的結合点３１６Ａは、粒子１００Ｂの刻み目
をつけられた外部表面分１１０Ａと直接接触しており、それにより粒子１００Ａと１００
Ｂとの間の細孔３１４Ａを定義している。
【００３５】
　ある態様においては、お互い近傍（または接触している）化学的結合点および刻み目を
つけられた表面部分のポジショニングは、少なくともある程度の、粒子の凸包のオーバー
ラップの原因となり得る。例えば、図３においては、粒子１００Ａと１００Ｂの凸包はオ
ーバーラップしている。ある態様においては、多孔質支持層構造体内部における粒子の凸
包のオーバーラップは、それが多孔質支持層構造体内にさらに空隙容量を導入することが
できるので、望ましいものとなる。ある態様においては、多孔質支持層構造体および/ま
たは電極内部の全粒子の全凸包容積の合計の少なくとも約５％、少なくとも約１０％、ま
たは少なくとも約２０％が、他の粒子の凸包容積とオーバーラップする。
【００３６】
　凸包容積のオーバーラップは、結果として、電極または多孔質支持層構造体内部の全凸
包容積の合計が、幾何学的電極容積および/または幾何学的多孔質支持層構造体容積を超
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える電極または多孔質支持層構造体に導く。ある態様においては、電極および/または多
孔質支持層構造体内部の粒子の全凸包容積の合計が、電極または多孔質支持層の幾何学的
電極容積および/または幾何学的多孔質支持層構造体容積を少なくとも約５％、少なくと
も約１０％、少なくとも２５％、または少なくとも約５０％超える。当業者であれば、物
品内部の各々の粒子の凸包容積を決定し、個々の容積を合計することにより、物品内部の
全凸包容積の合計を決定することができるであろう。
【００３７】
　ある態様においては、粒子１００は、多孔質であってもよく、その場合、多孔質支持層
構造体３１０内部にさらなる空隙容量を導入することができる。
【００３８】
　凸包に関連する相対的に大きな刻み目を有する粒子（例えば、幾何学的粒子容積が、そ
の凸包容積の相対的に大きな量を占める粒子、例えば球、ではなくて）の使用は、ある態
様においては有利になり得る。例えば、（幾何学的粒子容積が、その凸包の相対的に大き
な量を占める球または他の粒子等の粒子に比較して）相対的に大きな刻み目を有する粒子
は、相対的に小さな幾何学的粒子容積を占めつつ、所定の空隙容量を定義することが一般
的にできる。これにより、多孔質支持層構造体中の粒子により定義される質量および/ま
たは幾何学的粒子容積の量を減少させることができ、そのことは、多孔質支持層構造体を
採用している電気化学セルにおけるエネルギー密度および/またはパワー密度の増加につ
ながり得る。
【００３９】
　図４Ａ－４Ｂは、この原理を説明する模式的断面説明図である。図４Ａにおいて、刻み
目をつけられた表面部分を有する粒子１００は集合して細孔４１４Ａを定義している。図
４Ｂにおいては、実質的に球形の粒子４００が集合して細孔４１４Ｂを形成している。細
孔４１４Ａおよび４１４Ｂのサイズは実質的に同じであるが、図４Ａにおける粒子１００
により定義される幾何学的粒子容積は、図４Ｂにおける球形粒子４００により定義される
幾何学的粒子容積より実質的に小さい。
【００４０】
　ある態様においては、多孔質支持層構造体内部の粒子の相対的に高いパーセントが、各
々の粒子について幾何学的粒子容積が粒子の凸包容積の相対的に小さな量を占めるように
、形成される。例えば、ある態様においては、多孔質支持層構造体内部の総幾何学的粒子
の、少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５
％、少なくとも約９９％、または実質的にすべてが、それぞれの粒子について、幾何学的
粒子容積が、粒子の凸包容積の、約７５％未満、約６０％未満、約５０％未満、約４０％
未満、約３０％未満、約２０％未満、約１０％未満、約５％未満、または約１％未満（そ
して、ある態様においては、０．０５％と小さい）となるように形成された粒子で構成さ
れている。すなわち、ある態様においては、その凸包容積の約７５％未満（約６０％未満
、約５０％未満等）である幾何学的粒子容積を有する粒子が、多孔質支持層構造体内部の
総幾何学的粒子容積の、少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％
、少なくとも約９５％、少なくとも約９９％、または実質的にすべてを占め得る。
【００４１】
　当業者であれば、粒子または粒子の拡大イメージを調べること（例えば、マイクロスケ
ールまたはより小さい粒子の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージにより、所定の粒子の
幾何学的粒子容積が、その粒子の凸包容積の所定のパーセントより小さいかどうかを決定
することができるであろう。
【００４２】
　手短に言えば、このような手順は、粒子の１以上のイメージを検査すること、粒子のイ
メージについて粒子の凸包を描くこと、（１以上のＳＥＭイメージを検査するとき、寸法
決定を助けるためにＳＥＭイメージ上のスケールバーを使用して）凸包の寸法を決定する
こと、および当業者に公知の幾何学的計算式（特定の計算式を粒子の形状に依存して採用
して）を使用して凸包の容積を計算することにより、粒子の凸包容積を決定することを含
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むであろう。次に、幾何学的粒子容積は、（１以上のＳＥＭイメージを検査するとき、寸
法決定を助けるためにＳＥＭイメージ上のスケールバーを使用して）粒子の寸法を決定し
、そして、当業者に公知の幾何学的計算式（再度、特定の計算式を粒子の形状に依存して
採用して）を使用して、幾何学的粒子容積を計算することにより決定されるであろう。一
度、凸包容積および幾何学的粒子容積が、所定の粒子に関して決定されると、特定の粒子
の幾何学的粒子容積に占められるその特定の粒子の凸包容積のパーセントは、幾何学的粒
子容積を凸包容積で割り、１００％を掛けることにより決定される。
【００４３】
　一例として、図１Ａ－１Ｂに説明されている態様においては、粒子１００は図１Ａに説
明されている幾何学的粒子容積および図１Ｂに説明されている凸包容積を有する。図１Ａ
－１Ｂにおいては、粒子１００は、（図１Ａに示されている）幾何学的粒子容積が、（図
１Ｂに示されている）凸包容積の５０％未満となるように形作られている。別の例として
、図２Ａ－２Ｂに説明されている態様においては、粒子１００は図２Ａに説明されている
幾何学的粒子容積および図２Ｂに説明されている凸包容積を有する。図２Ａ－２Ｂにおい
ては、粒子１００は、（図２Ａに示されている）幾何学的粒子容積が、（図２Ｂに示され
ている）凸包容積の５％未満となるように形作られている。
【００４４】
　ある態様においては、圧縮力を多孔質支持層構造体（および/または多孔質支持層構造
体を含む電極および/または多孔質支持層構造体が含まれる電極からなる電気化学セル）
に印加すると、多孔質支持層構造体の空隙容量を、維持できるか、またはごくわずかの限
定された程度に変化させることができる。ある態様においては、多孔質支持層構造体内部
の粒子が、お互い関連してシフトしたとしても、多孔質支持層構造体内部の空隙容量を維
持することができるか、ごくわずかの限定された程度に変化（例えば、増加または減少）
させることができる。例えば、図３に戻って参照すると、粒子１００Ａが、粒子１００Ｂ
に相関して、反時計回りに回転したとすると、化学的結合点３１６Ａは、細孔３１４Ａが
少なくともある程度まで多孔質支持層構造体内部に存続するように、刻み目をつけられた
表面部分１１０Ａと接触することができる。ある態様においては、化学的結合点と刻み目
をつけられた表面部分との間の相互作用により、多孔質支持層構造体の空隙容量が維持さ
れるか、ほんの限られた程度だけ変化することを確保することができる。
【００４５】
　他の態様においては、多孔質支持層構造体は、少なくとも約２０ニュートン/ｃｍ２、
少なくとも約４５ニュートン/ｃｍ２、少なくとも約７０ニュートン/ｃｍ２、または少な
くとも約９５ニュートン/ｃｍ２の圧力を定義する圧縮力を多孔質支持層構造体に印加（
例えば、多孔質支持層構造体を含む電極および/または電気化学セルに印加）したとき、
多孔質支持層構造体の空隙容量が、該力が、印加される前の、しかしその他の点では同一
条件(otherwise identical conditions)下の空隙容量に基づいて、約２５％を超えて、約
１０％を超えて、約５％を超えて、または約１％を超えて変化しないように構成すること
ができる。他の態様においては、多孔質支持層構造体は、少なくとも約２０ニュートン/
ｃｍ２から約２００ニュートン/ｃｍ２、少なくとも約４５ニュートン/ｃｍ２から約２０
０ニュートン/ｃｍ２、少なくとも約７０ニュートン/ｃｍ２から約２００ニュートン/ｃ
ｍ２、または少なくとも約９５ニュートン/ｃｍ２から約２００ニュートン/ｃｍ２の圧力
を定義する圧縮力を多孔質支持層構造体に印加したとき、多孔質支持層構造体の空隙容量
が、該力が、印加される前の、しかしその他の点では同一条件下の空隙容量に基づいて、
約２５％を超えて、約１０％を超えて、約５％を超えて、または約１％を超えて変化しな
いように構成することができる。本文脈において、「その他の点では同一条件」とは、力
の印加および/または大きさ以外は同一である条件を意味している。例えば、その他の点
では同一の条件とは、同一である多孔質支持層構造体（または電極および/または多孔質
支持層構造体を含む電気化学セル）を意味していてもよいが、それは、測定可能な力が多
孔質支持層構造体（または電極および/または多孔質支持層構造体を含む電気化学セル）
に印加されていると解釈されないという場合においてである。ある場合においては、圧縮
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力は、以下により詳しく記述しているように、電極の活性表面に直角の成分を有する異方
性の力等、異方性の力を含んでいてもよい。
【００４６】
　色々の材料が、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体用の粒子を形成するのに
使用できる。ある態様においては、多孔質支持層構造体を形成するのに使用される粒子は
、導電性材料を含有しており、それを使用することにより、電子が、多孔質支持層構造体
を使用して形成されている電極から移送される程度を高めることができる。本明細書に記
載されている多孔質支持層構造体内部の粒子の全部または一部を形成するのに使用できる
代表的な導電性材料としては、それらに限定されるものではないが、カーボン、金属（例
えば、ニッケル、銅、マグネシウム、アルミニウム、チタン、スカンジウム、鉄、合金、
および／またはこれらの組合せ）、導電性ポリマー（ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリ（メチレンジオキシチオフェン）（ＰＭＤＯＴ）、他の
チオフェン、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリピロール（ＰＰｙ））などを包含する。あ
る態様においては、（例えば、多孔質支持層構造体の成分の全部または一部を形成する）
多孔質支持層構造体内部の金属または金属合金は、約９ｇ／ｃｍ３未満、または約４．５
ｇ／ｃｍ３未満の密度を有し得る。例えば、多孔質支持層構造体の全部または一部は、チ
タンで形成でき、それは約４．５ｇ／ｃｍ３のかさ密度を有する。
【００４７】
　ある態様においては、導電性多孔質支持層構造体は、２０℃で、約１０－３オーム－ｍ
未満、約１０－４オーム－ｍ未満、または約１０－５オーム－ｍ未満のかさ電気抵抗を有
する材料を含有している。例えば、ある態様においては、多孔質支持層構造体の全部また
は一部は、２０℃で約２．５×１０－６オーム‐ｍと約５×１０－６オーム‐ｍの間のか
さ電気抵抗を有するグラファイトおよび/または２０℃で約７×１０－８オーム‐ｍのか
さ電気抵抗を有するニッケルで構成することができる。ある態様においては、多孔質支持
層構造体の少なくとも約５０ｗｔ％、少なくとも約７５ｗｔ％、少なくとも約９０ｗｔ％
、少なくとも約９５ｗｔ％、または少なくとも約９９ｗｔ％が、２０℃で約１０－３オー
ム－ｍ未満または約１０－６オーム－ｍ未満のかさ電気抵抗を有する材料からなっている
。
【００４８】
　ある態様においては、多孔質支持層構造体を形成するのに使用される粒子は、非導電性
ポリマー、セラミック、ガラス、ファブリック(fabric)、またはあらゆる他の好適な非導
電性材料等の電気非導電性材料を含有することができる。非導電性材料は、ある態様にお
いては、導電性材料と混合するか、または導電性材料で少なくとも部分的にコートし、所
望レベルの導電性を付与してもよい。多孔質支持層構造体用の粒子形成に使用するための
好適な非導電性ポリマーは、限定するものではないが、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）
、フェノール樹脂（ノボラック／レゾルシノール）、リチウムポリスチレン（ＬiＰＳＳ
）、エポキシ、ＵＨＭＷＰＥ、ＰＴＦＥ、ＰＶＤＦ、ＰＴＦＥ／ビニルコポリマー、上記
のコポリマー／ブロックコポリマー等を包含する。ある態様においては、２種類のポリマ
ーを、ユニークな機能性（例えば、接着性に対してはＰＶＡ、そして剛性に対してはＬi
ＰＳＳ、または剛性に対してはレゾルシノール、そして柔軟性/靱性に対してはエラスト
マー）に向けて使用することができる。
【００４９】
　多孔質支持層構造体の粒子に使用するための好適なセラミックは、限定するものではな
いが、アルミニウム、ケイ素、亜鉛、スズ、バナジウム、ジルコニウム、マグネシウム、
インジウム、及びそれらの合金の酸化物、窒化物、および/またはオキシ窒化物を包含す
る。あるケースにおいては、粒子は、上記をドープし導電性等の所望の特性を付与したあ
らゆる酸化物、窒化物、および/またはオキシ窒化物を包含する；このようなドープされ
た材料の特定の例は、インジウムでドープされたスズ酸化物およびアルミニウムでドープ
された亜鉛酸化物を包含する。多孔質支持層構造体の粒子を形成するのに使用される材料
は、ある態様においては、ガラス（例えば、石英、非晶質シリカ、カルコゲニド、および
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/または他の導電性ガラス）を含有することができる。多孔質支持層構造体は、ある態様
においては、エアロゲルおよび/または上記の材料のいずれかのキセロゲルを包含するこ
とができる。ある態様においては、多孔質支持層構造体は、ガラス質セラミックを包含す
ることができる。
【００５０】
　本明細書に記述されている多孔質支持層構造体の粒子は、種々の方法を使用して形成す
ることができる。ある態様においては、多孔質支持層構造体に使用するための粒子は、第
１材料を第２材料とを組み合わせ、該組合せから第１材料の少なくとも一部を除去し、そ
して第２材料の残っている部分をバラバラにすることにより形成することができる。ある
態様においては、該組合せから第１材料を少なくとも部分的に除去している間、第２材料
の構造は、実質的に維持され得る。
【００５１】
　図５は、多孔質支持層構造体を作製できる一つの方法を略述する模式的説明図である。
図５においては、多数の型取りエレメント５１０が、テンプレート中に集合している。材
料５２０は、それから支持層構造体粒子が作製される材料（例えば、金属、セラミック、
ガラス、ポリマー等、溶融していてもよい）または支持層構造体材料に対する前駆物質（
例えば、変換されて、多孔質支持層構造体の材料を、例えば、反応（例えば、重合、沈殿
等）を経由して形成されてもよい）を含有しているのであるが、型取りエレメント５１０
と混合され得る。型取りエレメントは、ある態様においては、それらが、相互に連結した
ネットワークを形成し、材料５２０を該ネットワークのすき間中に移送できるようにアレ
ンジすることができる。型取りエレメント５１０が、多孔質構造体材料５２０内部にアレ
ンジされた後、それらを多孔質構造体材料から除去し細孔を残すことができる。ある態様
においては、型取りエレメント５１０は、凸状外部表面を含み、従って、型取りエレメン
トが除去されたとき、残っている材料５２０は、型取りエレメントの凸状外部表面に対応
する凹状外部表面部分を包含することができる。
【００５２】
　ある態様においては、支持層構造体材料５２０は、液体として添加し、型取りエレメン
トを除去する前、および/または型取りエレメントを除去する間に硬化されることができ
る。本明細書に使用されているように、「硬化される(hardened)」という用語は、材料の
粘度を実質的に増加するプロセスを表しているものであり、（一態様においては、多孔質
支持層構造体材料は、それを固体に変換することにより硬化されるが）必ずしも、材料を
固体化させることに限定されるものではない。ある材料は、例えば、液相をゲル化するこ
とにより硬化される。場合によっては、ある材料は、重合すること（例えば、ＩＲ－また
はＵＶ－誘起重合）により硬化される。場合により、硬化されつつある材料は、（その凝
固点未満に、またはそのガラス転移温度未満に、材料の温度を下げ）相変化を経ることも
可能である。ある材料は、例えば、溶媒相の蒸発により、溶液から溶媒を除去し、それに
より固体相材料を残すことにより硬化されてもよい。
【００５３】
　態様によっては、支持層構造体材料の前駆物質を、型取りエレメントの間に添加し、反
応させて最終の粒子材料を形成することも可能である。一特定の態様においては、有機材
料を型取りエレメント間に添加し、それは、続いて酸化させ、および/または熱分解し、
型取りエレメント間に固体の炭質材料（例えば、カーボンブラック）を形成することも可
能である。
【００５４】
　型取りエレメントは、好適な相であればどのようなものでもよい。ケースによっては、
型取りエレメントは、固体粒子で有り得る。例えば、型取りエレメントは、シリカ粒子を
含有していてもよく、それは、例えば、フッ化水素酸を使用して、多孔質構造体から溶解
させることができる。別の例として、型取りエレメントは、炭酸水素アンモニウムを含有
していてもよく、それは、水に溶かすことにより除去することができる。態様によっては
、型取りエレメントは、流動体（例えば、液体および/またはガス）バブルを含有するこ
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とができる。
【００５５】
　型取りエレメントは、好適な形状（規則正しい、または不規則な）であればどのような
形状でもとり得る。上記したように、ある態様においては、型取りエレメントは、１以上
の凸状の外部表面部分を含むことができ、それは、型取りエレメント間に製造される粒子
に対応する凹状の表面部分を製造するのに使用することができる。型取りエレメントの例
は、それに限定されるものではないが、球体、円柱体、楕円体、不規則な形状体、および
/または、これらおよび/または他の形状体の混合物を包含する。
【００５６】
　型取りエレメントは、各々好適なサイズであれば、どのようなサイズで形成されていて
もよい。態様によっては、型取りエレメントのサイズおよび/または形状は、粒子の凸包
に関連した、所望のサイズおよび/または刻み目をつけられた表面特徴を有する粒子を製
造するように選択できる。このように、集合した多孔質支持層構造体および/または電極
細孔サイズおよび空隙容量は、型取りエレメント（そして、それ故、凹状外部表面からな
る粒子）のサイズ、形状、配置をコントロールすることによりコントロールすることがで
きる。
【００５７】
　一態様において、多孔質支持層構造体粒子は、（例えば、シリカを含有する）モノリス
の無機多孔質マトリックス材料を製造し；該マトリックス材料の細孔にカーボンまたはカ
ーボン前駆物質を浸透させ；所望により該カーボンまたはカーボン前駆物質材料を熱分解
し；そして、該マトリックス材料を溶解して型取りされたカーボン系材料を残すことによ
り製造することができる。例えば、シリカを使用したとき、シリカは、フッ化水素酸を使
用して溶解することができる。型取りされたカーボン系材料は、続いて、分解し、その凸
包に関連する刻み目からなる粒子を形成することができる。
【００５８】
　３Ｄプリンティングが、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体粒子を製造する
のに使用できる別の方法である。３Ｄプリンティングは、当業者に公知であり、３次元物
体が、層のトップ面に別の層をくっつけて最終目的物を形成する連続層を形作ることによ
り創製されるプロセスを言うものである。３Ｄプリンティングは、金属、ポリマー、セラ
ミックおよび他の物を含む、種々の材料を使用できる。
【００５９】
　態様によっては、多孔質支持層構造体を形成するのに使用する粒子は、指定された範囲
内で最大断面形状(maximum cross-sectional dimensions)を有することができる。例えば
、ケースによっては、多孔質支持層構造体内部の粒子の総容積の少なくとも約５０％、少
なくとも約７５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％少なくとも約９９％、また
は実質的にすべてが、約０．１ミクロメーターと約１０ミクロメーターの間、約１ミクロ
メーターと約１０ミクロメーターの間、または約１ミクロメーターと約３ミクロメーター
の間の最大断面寸法を有する粒子から成ることができる。態様によっては、多孔質支持層
構造体を形成するのに使用する粒子は、約０．１ミクロメーターと約１０ミクロメーター
の間、約１ミクロメーターと約１０ミクロメーターの間、または約１ミクロメーターと約
３ミクロメーターの間の平均最大断面寸法を有することができる。
【００６０】
　ある態様においては、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体は、相対的に高い
空隙率パーセントを有している。例えば、態様によっては、多孔質支持層構造体は、少な
くとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％の総空隙率パーセントを有し
ている。
【００６１】
　凸法に関連した凸包を含有する粒子が一旦製造されると、それらを集合させて多孔質支
持層構造体を形成してもよい。ある態様においては、多孔質支持層構造体内部の粒子の少
なくとも一部は、バインダーを介して他の粒子に付着している。態様によっては、多孔質
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支持層構造体内部の粒子の少なくとも一部は、他の粒子に融合している。結合されている
か、焼結されている粒子を含有する態様においては、該粒子は、表面特性（例えば、幾何
学的粒子容積に占められる凸包のパーセント)、最大断面寸法等を決定するとき、別個に
考慮されるべきである。このような測定は、各々の集合粒子間に仮想の境界線を定め、こ
のような境界線を定めたことから生じる仮想の個別化された粒子の特性を測定することに
より行うことができる。表面特性、最大断面寸法等の分布は、ＳＥＭ分析を使用して当業
者により決定することができる。多孔質支持層構造体の細孔は、以下により詳述されてい
るように、少なくとも部分的に、電極活性物質で満たされて、機能性電極を形成している
。当業者であれば、さらなる成分（例えば、集電板(current collectors)等）を、機(fun
ctioning)電気化学セルの一部として電極とともに組み入れることを理解するであろう。
【００６２】
　所定の多孔質支持層構造体内部および/または集合電極内部の細孔の断面直径の分布は
、電気化学セルの性能高めるように選択することができる。本明細書に使用されているよ
うに、細孔の「直径」は、ＡＳＴＭ標準試験Ｄ４２８４－０７を使用して測定されるよう
な断面直径を言い、その全体を本明細書の一部として引用する。多数の細孔の「平均断面
直径」は、複数の細孔の各々の断面直径の数平均を言う。当業者であれば、多孔質構造体
(例えば、小規模の多孔質支持層構造体、大規模の多孔質支持層構造体、および多孔質支
持層構造体の組合せから集合した電極)内部の断面直径の分布および細孔の平均断面直径
は、ＡＳＴＭ標準試験Ｄ４２８４－０７に記載されているように、水銀侵入ポロシメトリ
ー(porosimetry)を使用して計算することができるであろう。例えば、ＡＳＴＭ標準試験
Ｄ４２８４－０７に記載されている方法を使用し、細孔直径の関数として、累積侵入細孔
容積としてプロットされた細孔サイズの分布を作ることができる。細孔直径の所定範囲内
にある細孔から成るサンプル内の総細孔容積のパーセントを計算するために、（１）ｘ軸
上の所定の範囲にわたる曲線下の領域を計算する、（２）ステップ（１）で計算された領
域を曲線下の総領域で割り、(３）そして、１００％をかけるであろう。所望により、物
品が、ＡＳＴＭ標準試験Ｄ４２８４－０７を使用して正確に測定できる細孔サイズの範囲
外にある細孔を含んでいる場合、ポロシメトリー測定は、例えば、P. H. Emmett, および
 E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 1938, 60, 309、その全体を本明細書の一部として引用
するが、に記載されているような、多分子層の吸着式（ＢＥＴ）表面分析を使用すること
で補ってもよい。
【００６３】
　ある態様によっては、多孔質支持層構造体および/または集合電極は、電気化学セル反
応副生成物で比較的簡単に詰まり、および/または小さすぎて電解質（例えば、液体電解
質）が、例えば、毛管力のために、電極の細孔中へ通過できない、サブナノメータースケ
ールおよびシングルナノメータースケールの細孔より大きな断面直径を有する細孔を含有
するように構成することができる。さらに、ケースにより、多孔質支持層構造体内部およ
び/または集合電極内部の細孔は、電極を機械的に不安定にする相当大きいミリメーター
スケール細孔より小さな断面直径を有していてもよい。
【００６４】
　態様によっては、多孔質支持層構造体の総細孔容積を記述する。このような態様におい
て、多孔質支持層構造体は、多数の細孔を含有していると言え、該多数の細孔の各々の細
孔は、細孔容積を有しており、そして、該多数の細孔は、個々の細孔容積の各々の合計に
より定義される総細孔容積を有している。ある態様においては、集合電極内部の総細孔容
積の、少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９
９％、または実質的にすべてが、約０．１ミクロメーターと約１０ミクロメーターの間、
または約１ミクロメーターと約３ミクロメーターの間の断面直径を有する細孔により定義
されている。態様によっては、集合電極内部の細孔の平均断面直径は、約０．１ミクロメ
ーターと約１０ミクロメーターの間、または約１ミクロメーターと約３ミクロメーターの
間にある。
【００６５】
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　一般に、集合電極の空隙率（例えば、細孔の分布、細孔サイズの分布、空隙容量等）は
、電極の細孔内部に電極活性物質が存在しない状態において決定される。これは、例えば
、電極の細孔から電極活性物質を除去し、続いて水銀圧入ポロシメトリ―を行うことによ
り、および/または電極活性物質を電極に添加する前にポロシメトリーを行うことにより
達成される。
【００６６】
　態様によっては、集合電極は、相対的に均一な断面直径を有する細孔を含有していても
よい。いかなる理論にも縛られるものではないが、このような均一性は、多孔質電極の大
部分を通じて相対的に一貫した構造的安定性を維持することにおいて有効である。加えて
、相対的に狭い範囲内に細孔サイズを制御できることは、構造的安定性を保ちながら、充
分に小さな細孔を維持しつつ、流体浸透（例えば、電解質浸透）を可能とするに十分大き
な非常に多数の細孔を含ましめることを可能とする。態様によっては、集合電極内部の細
孔の断面直径の分布は、複数の細孔の平均断面直径の約５０％未満、約２５％未満、約１
０％未満、約５％未満、約２％未満、約１％未満の標準偏差を有することができる。標準
偏差（小文字のシグマ）は、該技術における通常の意味として示され、
【数１】

（式中、Ｄｉは、細孔ｉの断面直径、Ｄａｖｇは複数の細孔の断面直径の平均、およびｎ
は、細孔の数である。）。
として計算することができる。上記で概略した細孔の標準偏差と平均断面直径との間の比
較百分率（percentage comparison）は、標準偏差を該平均で割り、１００％を掛けるこ
とにより得ることができる。
【００６７】
　ある態様においては、電極活性物質は、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体
の細孔内部に実質的に含有されることができる。電極活性物質を添加し、多孔質支持層構
造体を使用している電極を形成することができる。第２の材料の細孔内部に「実質的に含
有される」と言われている第１の材料は、該第２の材料の細孔の外部境界で定義される仮
想容積内部に少なくともあるというものである。例えば、ある細孔に実質的に含有される
材料は、該細孔内部に完全に含有されることができるか、またはその容積の一部（fracti
on)を該細孔内部に含有されるだけでもよいが、該材料の実質的な部分が、全体的に、該
細孔内部に含有されているものである。ある態様においては、第１の材料の、少なくとも
約３０wt%、少なくとも約５０wt%、少なくとも約７０wt%、少なくとも約８０wt%、少なく
とも約８５wt%、少なくとも約９０wt%、少なくとも約９５wt%、または実質的にすべてが
、第２の材料の細孔の外部境界で定義される仮想容積内部にあるとき、第１の材料（例え
ば、電極活性物質）は、第２の材料（例えば、多孔質支持層構造体）の細孔内部に少なく
とも一部含有される。
【００６８】
　色々な電極活性物質が、本明細書に記載されている電極に関連して使用することができ
る。ある態様においては（例えば、電極がカソードとして使用される場合には）、細孔内
部の電極活性物質はイオウを含有することができる。例えば、細孔内部の電極活性物質は
電気活性イオウ-含有材料を含有することができる。本明細書で使用されている、「電気
活性イオウ-含有材料」は、何らかの形態で元素イオウを含有している電極活性材料を言
うものであり、電気化学活性は、イオウ原子または部分の酸化または還元を包含するもの
である。一例として、電気活性イオウ-含有材料は、元素イオウ（例えば、Ｓ８）を含有
していてもよい。場合によっては、電気活性イオウ-含有材料は、元素イオウおよびイオ
ウ-含有ポリマーの混合物含有する。それ故、好適な電気活性イオウ－含有材料としては
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、それらに限定されるものではないが、元素イオウ、有機または無機であってもよい（例
えば、アルカリ金属の）硫化物または多硫化物、およびイオウ原子および炭素原子を含有
する有機材料を包含するものであり、ポリマーであってもなくてもよい。好適な有機材料
としては、それらに限定されるものではないが、ヘテロ原子、導電性ポリマーセグメント
、複合物、および導電性ポリマーをさらに含有するものを包含するものである。態様によ
り、電極（例えば、カソード）内部の電気活性イオウ－含有材料は、少なくとも約４０ｗ
ｔ％イオウを含有する。ケースにより、電気活性イオウ－含有材料は、少なくとも約５０
ｗｔ％、少なくとも約７５ｗｔ％、または少なくとも約９０ｗｔ％イオウを含有する。
【００６９】
　イオウ－含有ポリマーの例は、Ｓｋｏｔｈｅｉｍら、米国特許第５，６０１，９４７お
よび５，６９０，７０２、Ｓｋｏｔｈｅｉｍら、米国特許第５，５２９，８６０および６
，１１７，５９０、Ｇｏｒｋｏｖｅｎｋｏら、２００１年３月１３日発行の米国特許第６
，２０１，１００、およびＰＣＴ公報ＷＯ９９／３３１３０：に記載されているものを包
含する。ポリスルフィド結合を含む、他の適切な電気活性なイオウ含有物質は、Ｓｋｏｔ
ｈｅｉｍらの米国特許第５，４４１，８３１：Ｐｅｒｉｃｈａｕｄら米国特許第４，６６
４，９９１、およびＮａｏｉら米国特許番号５，７２３，２３０、第５，７８３，３３０
、第５，７９２，５７５および第５，８８２，８１９に記載されている。電気活性イオウ
－含有材料の更なる例としては、例えば、Ａｒｍａｎｄら米国特許第４，７３９，０１８
；Ｄｅ Ｊｏｎｇｈｅら、両米国特許第４，８３３，０４８および４，９１７，９７４；
Ｖｉｓｃｏら、両５，１６２，１７５および５，５１６，５９８；Ｏｙａｍａら、米国特
許第５，３２４，５９９に記載されている二硫化物基を含有するものを包含する。
【００７０】
　活性カソード種として、イオウが、支配的に記載されているが、本明細書において電極
活性物質の成分としてイオウが記載されているところであればどこでも、いかなる好適な
カソード活性種をも使用してもよいということが理解されるべきである。例えば、ある態
様においては、カソード活性種は、ニッケル金属水素化物バッテリーに普通に使用されて
いるもの等の水素吸蔵合金を含有している。当業者であれば、本開示を考慮に入れると、
本明細書に記載されているアイデアを、他のカソード活性物質を採用している電極を含む
電気化学セルまで拡張することができるであろう。
【００７１】
　イオウがカソード活性物質として使用されているある態様においては、アノードは、ア
ノード活性物質としてリチウムを含有することができる。リチウムを含有する好適な電極
活性物質は、それらに限定されるものではないが、リチウムフォイルおよび導電性物質上
に析出されたリチウム等のリチウム金属、およびリチウム合金（例えば、リチウム‐アル
ミニウム合金やリチウム‐スズ合金）を包含する。ある態様によっては、アノード活性層
の電気活性リチウム－含有材料は、５０ｗｔ％を超えるリチウムを含有している。ケース
によっては、アノード活性層の電気活性リチウム－含有材料は、７５ｗｔ％を超えるリチ
ウムを含有している。さらなる態様においては、アノード活性層の電気活性リチウム－含
有材料は、９０ｗｔ％を超えるリチウムを含有している。
【００７２】
　ある実施態様においては、凸包に関連する刻み目を有する粒子を含有する多孔質支持層
構造体は、アノード中に含めることができる。使用することのできるアノード活性物質の
例としては、それらに限定されるものではないが、アルカリ金属（例えば、リチウム、ナ
トリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウム）、アルカリ土類金属（例え
ば、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウム）等
を包含する。
【００７３】
　本明細書に記載されている電極および多孔質支持層構造体の構成(configurations)は、
例えば、電気自動車、負荷平準化機器（例えば、ソーラーや風力ベースのエネルギープラ
ットフォーム用）、携帯用電子機器等の色々なデバイス用の電気化学セルに使用すること
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ができる。用語「電気化学セル」は、一次および二次電気化学セルを包含する。従って、
本明細書に記載されている発明の電気化学セル配列および材料は、（一次バッテリーおよ
び二次バッテリーを含む）一次セル中、および/または二次セル中で使用することができ
、何回も充電および放電をできる。ある態様によっては、本明細書に記載されている材料
、システム、方法は、リチウム系電気化学セル、およびそれらのバッテリーと共同で使用
することができる。例えば、ある態様においては、本明細書に記載されている多孔質支持
層構造体を含有する電極は、リチウム金属および/またはリチウム合金等リチウムを含有
する別の電極を含有する電気化学セル中で使用することができる。
【００７４】
　本発明は、広範囲の色々な電気化学デバイスに使用できるが、このようなデバイスの一
例を、単に説明目的で、図６に提供する。図６は、カソード６１２およびアノード６１６
を含有する電気化学セル６１０の模式的説明図を含んでいる。加えて、該電気化学セルは
電解質６１４を含有している。電解質は、カソードとアノード間の電気化学的伝導成分を
１種以上含むことができる。図６におけるアノード、カソードおよび電解質は、平面構成
を有するように示されているが、他の態様として、非平面構成（例えば、円筒形、ヘビ状
等）を含む。図６に説明されている態様においては、電気化学セル６１０は、ハウジング
６１７構造も含んでいる。
【００７５】
　もちろん、成分のオリエンテーションは、色々変えることができ、層のオリエンテーシ
ョンを変え得る他の態様があるということが理解されるべきである。さらに、非平面配列
、示されているそれらとは異なる材料の割合での配列、および他の別な配列が、本発明に
関して有用である。もちろん、代表的な電気化学セルは、また、集電板、外部回路等を含
む。当業者であれば、図に示され、本明細書に記載されているような一般的模式的配列で
利用できる多くの配列を十分分っている。
【００７６】
　本明細書に記載されている多孔質支持層構造体を含有する電極（例えば、凸包に関連し
た刻み目を含有する粒子の集合を含んでいる）は、アノードおよび/またはカソードとし
て使用することができる。ある態様においては、電気化学セル６１０のカソード６１２は
、凸包に関連した刻みを有する多くの粒子を含有する多孔質支持層構造体を含有すること
ができる。このような態様によっては、アノード６１６は、活性種として、リチウム（例
えば、リチウム金属および/またはリチウム合金）を含有する。
【００７７】
　ある態様においては、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体および電極は、異
方性の力が電気化学セルに印加される該セルにおける使用のために構成することができる
。従って、ある態様においては、本明細書に記載されている多孔質支持層構造体および電
極は、（ある態様において、空隙容量を含む)構造的完全性を維持しつつ、印加された異
方性の力（例えば、他方の電極のモルフォロジを高めるために印加される力）に耐えるよ
うに構成することができる。例えば、ある態様においては、多孔質支持層構造体および電
極は、電気化学セルの充電および/または放電の間の少なくともある時間期間の間、電気
化学セル内部の電極（例えば、リチウム金属および/またはリチウム合金を含有するアノ
ード）の活性表面に垂直な成分を有する異方性の力を印加するように組み立てられ配列さ
れた電気化学セルの部品になり得る。一態様によっては、印加された力は、電極（例えば
、リチウム金属等のアノードおよび/または合金アノード）のモルフォロジを高めるよう
に選択することができ、カソードは、粒子の凸包に関連する刻み目を有する外部表面部分
を有するいくつもの粒子を含有することができる。
【００７８】
　「異方性の力」は、当該分野におけるその普通の意味が与えられており、全方向には一
様でない力を意味している。全方向に一様な力は、例えば、ある物体の内部ガス圧等、流
体または物質内部の液体または物質の内部圧力である。全方向に一様でない力の例として
は、重力によって、テーブル上の物体により印加されるテーブル上の力のように、特別の
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方向に向いている力を含む。異方性の力の別の例としては、物体の周囲周りに配置された
バンドにより印加された力を含む。例えば、ゴムバンドまたはターンバックル(turnbuckl
e)は、その周囲にそれが巻きつけられた物体の周囲周りに力を印加することができる。し
かしながら、バンドは、該バンドと接触することなく、物体の外部表面のどの部分にも直
接の力を印加できるものではない。加えて、バンドを第１の軸に沿って第２の軸より大き
く伸ばされたとき、バンドは、第２の軸に平行に印加された力より、第１の軸に平行な方
向においてより大きな力を印加することができる。
【００７９】
　このようなあるケースにおいては、異方性の力は、電気化学セル内部の電極の活性表面
に垂直な成分を含有する。本明細書において使用されているような、「活性表面」という
用語は、電解質と物理的に接触しており、そこで電気化学反応が起こり得る電極の表面を
記述するのに使用されている。例えば、図６に戻って参照すると、カソード６１２は、カ
ソード活性表面６１８を含むことができ、および/またはアノード６１６はアノード活性
表面６２０を含むことができる。当該分野の当業者であれば、電極の活性表面は、電極の
外部の幾何学的な表面を言っているということを理解できるであろう。
【００８０】
　表面に「垂直な成分」を有する力は、当該技術分野の当業者に理解されるであろうよう
なその普通の意味が与えられており、例えば、表面に実質的に垂直な方向において、少な
くとも一部にそれ自体で影響を及ぼす力を含む。例えば、物体がテーブル上に静止してい
る水平テーブルの場合、該物体は、テーブルの表面に本質的に完全に垂直な力を作用させ
る。該物体が、また、水平なテーブルの表面の横方向に強制されると、それは、水平表面
には完全には垂直ではないものの、テーブル表面に垂直な成分を含む力をテーブル上に及
ぼす。当業者であれば、特に、本明細書の記載内で適用されているように、これらの用語
の他の例を理解することができる。
【００８１】
　電極の活性表面に対して垂直な成分を有する印加力が、図６に示されている。図６にお
いては、異方性の力が、矢印６５０の方向に印加されてもよい。矢印６５１は、アノード
６１６の活性表面６２０に対して垂直である（そして、この場合、カソード６１２の活性
表面６１８に対して垂直でもある）力６５０の成分を示している。曲面（例えば、凹面ま
たは凸面）のケースにおいては、電極の活性表面に垂直な異方性の力は、異方性の力が印
加されている点で曲面に接した平面に垂直な成分に対応し得る。異方性の力は、ケースに
よっては、１以上の予め決められた位置に印加されるか、所望によりアノードの活性表面
にわたって分散され得る。態様によっては、異方性の力は、アノードの活性表面にわたっ
て均一に印加される。
【００８２】
　本明細書に記載されているいずれかの電極特性（例えば、空隙率、細孔サイズ分布等）
および/または性能メトリクスは、異方性の力を（例えば、セルの充電および/または放電
の間）電気化学セルに印加しながら、単独、またはお互いとの組み合わせにおいて達成さ
れてもよい。ある態様においては、（例えば、セルの充電および/または放電の間の少な
くともある時間の間）多孔質支持層構造体、電極、および/または電極を含有する電気化
学セルに印加される異方性の力は、電極（例えば、電気化学セル内部のリチウム金属およ
び/またはリチウム合金アノードおよび/またはいくつもの多孔質支持層構造体を含有する
多孔質電極）の活性表面に対して垂直な成分を含み得る。ある態様においては、望ましい
電極特性が存在している間、電極の活性表面に垂直である異方性の力の成分は、少なくと
も約２０、少なくとも約２５、少なくとも約３５、少なくとも約４０、少なくとも約５０
、少なくとも約７５、少なくとも約９０、少なくとも約１００、少なくとも約１２５、少
なくとも約１５０ニュートン／ｃｍ２の圧力を定義する。ある態様においては、望ましい
電極特性が存在している間、活性表面に垂直な異方性の力の成分は、例えば、約２００未
満、約１９０未満、約１７５未満、約１５０未満、約１２５未満、約１１５未満、または
約１１０未満のＮ／ｃｍ２の圧力を定義する。力と圧力は、それぞれ、ニュートンおよび
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ニュートン／単位面積の単位で本明細書に一般的に記述されているが、力と圧力は、また
、それぞれキログラム重およびキログラム重／単位面積の単位で表現できる。当業者は、
キログラム重ベースの単位をよく知っており、１キログラム重は、約９．８ニュートンに
等しいということを理解している。
【００８３】
　ある態様においては、異方性の力（例えば、約２０ニュートン／ｃｍ２と約２００ニュ
ートン／ｃｍ２の間、または上記で略述したいずれかの範囲の圧力を定義し、電極の活性
表面に垂直な成分を有する）を、（例えば、電極を含有する電気化学セルへ異方性の力を
印加することにより）電極に印加している間、本明細書に記載されている空隙容量および
/または細孔分布を達成することができる。これは、上記で記載されているような、印加
された力の下に、その空隙率を維持することができる電極内部に多孔質支持層構造体を製
作することにより達成できる。印加された力の下、変形に抵抗する多孔質支持層構造体は
、該多孔質支持層構造体を含有する電極が圧力下その透過性を維持することを可能とし、
そして、該電極が本明細書に記載されている高められた速度能力(rate capabilities)を
維持することを可能としている。態様によっては、多孔質支持層構造体（例えば、大きな
規模の多孔質支持層構造体）の降伏応力および/または多孔質支持層構造体から製造され
る結果としての電極の降伏応力は、少なくとも約２００ニュートン／ｃｍ２、少なくとも
約３５０ニュートン／ｃｍ２、または少なくとも約５００ニュートン／ｃｍ２となり得る
。
【００８４】
　本明細書に記載されている異方性の力は、当該分野で公知のいかなる方法を使用し印加
されてもよい。態様によっては、力は圧縮バネを使用して印加してもよい。力は、それら
に限定されるものではないが、ベルヴィルワッシャー（Ｂｅｌｌｅｖｉｌｌｅ　ｗａｓｈ
ｅｒｓ）、機械ネジ、空気圧装置、および／または重み、その他を含む（収納構造体の内
部または外部の）他の要素を使用して印加してもよい。ケースによっては、セルは、それ
が収納構造体に挿入される前に予め圧縮されていてもよく、該収納構造体に挿入されるや
、それらが拡大し、セル上に最終的な力を作り出してもよい。このような力を印加する好
適な方法は、例えば、Ｓｃｏｒｄｉｌｉｓ－Ｋｅｌｌｅｙらの「電気化学セル内の力の印
加（Application of Force in Electrochemical Cells）」との発明の名称を有し、２０
０９年８月４日に出願された合衆国特許出願第１２／５３５，３２８号に詳細に記載され
ており、その全体を参考に本明細書に含むものである。
【００８５】
　本発明のいくつかの態様が本明細書において記述し説明されている一方で、当業者は、
機能を実行する、および/または結果および/または本明細書に記載されている１以上の利
点を得る多くの他の意味および/または構造を難なく思い描くであろう。そして、各々の
そのような変形および/または改善は、本発明の範囲内にあるとみなされる。より一般的
には、当業者は、本明細書に記載されている、パラメーター、寸法、材料、および構成は
、模範的なものであること意味していること、そして、実際のパラメーター、寸法、材料
、および/または構成は、特定の利用、または本発明の教示が使用される応用に依存して
いるということを正しく認識するであろう。当業者は、ルーチン実験だけで、本明細書に
記載されている本発明の特定の態様と同等の多くのものを、認識あるいは確認することが
できるであろう。それゆえ、前述の態様は、例示の目的のみで提供されているということ
、添付のクレームおよびそれと同等のものの範囲内で、特別に記載され、クレームされて
いるようなこととは別のやり方で発明が実施されてもよいということが理解されるべきで
ある。本発明は、本明細書に記載されている、各々個々の特性、システム、物品、材料、
キット、および/または方法に向けられている。加えて、このような特性、システム、物
品、材料、キッツ、および/または方法の２以上のいかなる組合せも、このような特性、
システム、物品、材料、キッツ、および/または方法が、相互に矛盾していなければ、本
発明の範囲に含まれる。
【００８６】
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　本明細書および特許請求の範囲に使用されている、不確定な冠詞「a」、「an」は、明
確に異なるものとして指摘されていなければ、「少なくとも１つ」を意味しているという
ことを理解すべきである。本明細書および特許請求の範囲に使用されている句「および/
または」は、等位接続されている要素、すなわち、いくつかのケースにおいて接続的に、
他のケースにおいて離接的に存在する要素の「いずれかまたは両者」を意味しているとい
うことを理解すべきである。他の要素は所望により、「および/または」節で特別に区別
されている要素以外で存在してもよく、明確に異なるものとして指摘されていなければ、
特別に区別されるそれらの要素に関連しているか、または関連していないかである。それ
故、非限定的例として、「Ａおよび/またはＢ」の指示対象は、「含有する(comprising)
」等のオープンエンド(open-ended)な言語との関連で使用されているとき、１つの態様に
おいては、Ｂの無いＡ（所望によりＢ以外の要素を含んでる）；別の態様においては、Ａ
の無いＢ（所望によりＡ以外の要素を含んでる）；さらに他の態様においては、ＡとＢの
両者（所望により他の要素を含んでいる）等のことを言っている。
【００８７】
　明細書および特許請求の範囲に使用されている、「または（or）」は、上記で定義され
たような、「および/または」と同じ意味を有していると理解されるべきである。例えば
、リスト中で品目を分けているとき、「または」または「および/または」は、両立的で
あるとして、すなわち、少なくとも１つを含んでいることとして、または、数多くの要素
または要素のリスト、および所望によりリストに挙げられていない更なる品目から１つを
超えて含んでいるものとして解釈される。「～の１つのみ(only one of)」または「正確
に～の１つ（exactly one of）」、または特許請求の範囲使用されているとき、「～のみ
からなる（consisting of）」等の異なるものとして明らかに指摘されている用語のみが
、多くの要素または要素のリストの中の正確に一つだけを含んでいることを言っているも
のである。一般に、本明細書に使用されている、用語「または（or）」は、「どちらか一
方の（either）」、「～の１つ（one of）」、「～の１つのみ（only one of）」、また
は「正確に～の１つ（exactly one of）」等の排他性の用語が先行するとき、排他的な選
択肢（すなわち、「一方またはその他方、両方ではない」）としてだけで解釈されるべき
である。「本質的に～のみからなる（consisting essentially of）」は、特許請求の範
囲で使用されているとき、特許法の分野で使用されている通常の意味を有している。
【００８８】
　明細書および特許請求の範囲に使用されている、「少なくとも１つ(at least one)」と
いう句は、１以上の要素のリストに関して、要素のリストにおけるどれか１つまたはより
多くの要素から選択される少なくとも１つの要素を意味していると理解されるべきであり
、必ずしも、要素のリスト内に特定されてリストに列挙されている各々の要素およびすべ
ての要素の少なくとも１つを含んでいるわけではなく、要素のリストにおける要素のいか
なる組合せをも排除しているものではない。この定義は、明確に定義されている要素に関
連していようがいまいが、「少なくとも１つ」という句が言及している要素のリスト内に
明確に特定されている要素以外の要素が所望により存在してもよいということも受け入れ
るものである。それ故、非限定的例としては、「ＡおよびＢの少なくとも１つ」（または
、同様な意味合いで、「ＡまたはＢの少なくとも１つ」、または、同様な意味合いで、「
Ａおよび/またはＢの少なくとも１つ」）は、１つの態様において、Ｂは存在せず（所望
により、Ｂ以外の要素を含んでいてもよい）、所望により１つを超えて含んでもよい、少
なくとも１つのＡ；他の態様においては、Ａは存在せず（所望により、Ａ以外の要素を含
んでいてもよい）、所望により１つを超えて含んでもよい、少なくとも１つのＢ；さらに
別の態様において、所望により１つを超えて含んでもよい、少なくとも１つのＡ、および
所望により１つを超えて含んでもよい、少なくとも１つのＢ（そして、所望により他の要
素を含んでいてもよい）；等に言及し得る。
【００８９】
　明細書並びに特許請求の範囲においては、「～からなる（comprising）、「～を包含す
る（including）」、「～を持っている（carrying）」、「～を有している（having）、
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「～を含有している（containing）」、「～を含んでいる（involving）」、［～を保持
している（holding）等のすべての移行句は、オープンエンドである、すなわち、限定せ
ずに包含していることを意味していると理解されるべきものである。「～のみからなる（
consisting of)」および「本質的に～のみからなる（consisting essentially of)」とい
う移行句だけは、合衆国特許庁特許審査手順マニュアル（ＭＰＥＰ）、第２１１１．０３
セクションにのべられているように、それぞれ、クローズまたは半クローズの移行句とな
るものである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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